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＜ 川 越 市 ＞  

 

速 報   
最高裁判所、川合善明市長の上告棄却で「敗訴」確定  

 

 

川合市長による  「わいせつ被害」  を  

 

主張 した市民女性Ａ氏が全面「勝訴」の決着 ！！  

 

川 越 市 長 ・川 合 善 明 氏 から平 成 27 年 、 強 制 わいせつの被 害 に遭った

と主 張 した市 民 女 性 Ａ 氏 を、 ２ 件の名 誉 毀 損 事 件 として訴 えていた川 合

市 長 。  

２ つの事 件 は、 どちらも 「 市民女性Ａ氏の性被害主張はウソだ」という

同 じ主 張 の裁 判 だが、 川 合 善 明 氏 は市 民 女 性 Ａ 氏 に対 するスラップ（ 嫌

が ら せ ）訴 訟 として、 わざわざ２ つの事 件 で市 民 女 性 Ａ 氏 を相 手 取ったも

のだ。  

本 紙 既 報 のとおり、 一 審 判 決 （ さ い た ま 地 方 裁 判 所 川 越 支 部 ）で敗 訴 し

た川 合 市 長 は控 訴 するも、 東 京 高等 裁 判 所 でも敗訴 して、 最 高 裁 判 所

に上 告 していた。 そして８ 月 ８ 日 、最 高 裁 判 所 （ 今 崎 幸 彦 裁 判 長 ） は、 川 合

善 明 氏 の上 告 を棄 却 する判 決 を言 い渡 し、 市 民 女 性 Ａ 氏 の全 面 勝 訴 が

確 定 した。  

 判  決  文   

 

「 弁護士 」川合善明氏は、三審制を理解しているのか？  

上掲の判 決文に 書かれた 、本事 件上告を 不受理 とする 「 理 由 」が 振るっ

ている。  

https://www.gyouseinews.com/wpj/wp-content/uploads/2023/08/最高裁判決.pdf
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第２  「 理由」  

１  上告 につい て  

民 事 事 件 について最 高 裁 判 所 に上 告 をすることが許 されるのは民 訴 法 ３ １    

２ 条 １ 項 又 は２ 項 所 定 の場 合 に限 られるところ、 本 件 上 告 の理 由 は、 理 由  

の不 備 ・食 違 いをいうが、 その実 質 は事 実 誤 認 又 は単 なる法 令 違 反 を主  

張 するものであって、 明 らかに上 記 各 項 に規 定 する事 由 に該 当 しない。  

２  上告 受理申 立てにつ いて  

本 件 申 立 ての理 由 によれば、 本 件 は、 民 訴 訟 ３ １ ８ 条 １ 項 により受 理 すべき  

ものとは認 められない。  

 

最高裁判 所は川 合市長の 上告理 由につい て 「 理 由 になっていない」と 一蹴

したので ある。 日本の裁 判制度 は 「 三 審 制 」だ 。 第一審 （ 地 方 裁 判 所 ） の判

決に不服 なら、 その上級 審に控 訴できる 。そし て第二審 判決を 不服とす

るとき、 三審と なる最高 裁判所 への上告 が可能 となるの だが、 最高裁で

の上告に は 「 上 告 が許 される理 由 」が明確に 法律で 定められ ており 、ただ

控訴審判 決が気 に入らな いから という理 由では 、 上告が できな い （ 受 理

さ れ な い ） のであ る。  

上告でき る基本 的な条件 を簡潔 にまとめ れば以 下になる 。  

 

１．判決 に憲法 解釈の誤 りなど の憲法違 反があ った場合  

２．判決 裁判所 が不法に 構成さ れた場合  

３．判決 に関与 すること ができ ない裁判 官が判 決に関与 した場 合  

 

法律家で なくと も判る よ うに 「 市 民 女 性 に強 制わいせつをした市 長 」の 主

張の審理 が憲法 問題であ ろうは ずがない 。三審 制といえ ども、 俗に 「 控

訴 審 判 決が事実 上 の判 決 確定 」と 言われる のは、 このため である 。  

「 弁 護 士 」であ れ ば誰でも 知って いる、い や知ら なければ ならな いこと

だが、ど うも川 合善明市 長は、 それを理 解して いなかっ たよう だ。  

 

上告の必 要条件 を無視し て 「 おれ様 を敗 訴 させるなど許 さん」と、 ま るで

日本の司 法に歯 向かうか の 如き 身勝手な 屁理屈 で上告 し た川合 市長を 、

門前払い にした ものが、 この日 の最高裁 判決で あったと いえる だろう。  
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市民女性 Ａ氏の 代理人 を受 任 した谷 合 周 三 弁護士 は、本紙 取材に 応じ

て 「 最 高 裁 判 決 は、早 くても３ か月 くらいかかることが普 通 ですが、この判 決 は原

告 上 訴 （ 上 告 ）か ら、わず か１か 月で棄却 されま した」 と 語った 。  

要するに 、最高 裁にとっ て川合 市長の能 書きは 、お話に もなら ない上

告だった という わけだ。 市民女 性Ａ氏を 被告と した、原 告川合 の上告事

件は、あ と１件 判決待ち となっ ているが 、これ も同じく 上告理 由を満た

さないこ とは明 らかで、 川合善 明市長の 完全敗 訴はすで に確定 的と言っ

てよいだ ろう。  

 

川越市議会は、これでも沈黙するのか？  

 

川越市議 会で、 川合善明 市長の 「 市 民 女 性 Ａ 氏 に対 する強 制わいせつ、セ

クハラ疑 惑 」を追 求してき たのは 、小林薫 議員た だ一人で ある。 ほかの議

員たちは 「 見 ざる言わざる聞 かざる」そのまま に、誰 も市長の 責任問 題と

して追及 するこ とがない 。  

本紙の周 辺取材 でも、議 員らは 「 市 長 個 人 の裁 判 のことだし、判 決 もまだ

出 ていないから」と コメント を避け てきたが 、この 日の最高 裁判決 で、川

合善明市 長の主 張が 「 信 用 できない」「 認 められない」という一 審、二 審の判

決が確定 したの だから、 議員ら の逃げ口 上は無 効である 。  

 

川合市長 の主張 が退けら れたと いう事実 は 「 川 合 市 長 からわいせつ被 害

を受 けた」とす る 市民女性 Ａ氏の 主張が、 事実無 根である とは断 定できな

いという 事実が 明確にな ったと いうこと である 。  

繰り返し て本紙 が指摘す ること だが、川 合善明 氏は市長 であり 弁護士

という社 会的立 場と権力 を持つ 人物だ。 ぶしつ けなたと えで恐 縮だが

「 痴 漢 で捕 まった会 社 員 の敗 訴 」とは 、ことの 重大さ が違う。  

 

正常に機 能する 議会であ れば、 市長に対 する不 信任決議 も視野 に入れ

た、厳し い糾弾 の矢が放 たれて 当然だが 、川越 市議会は 、この 日の最高

裁判決を 聞いて も沈黙を 続ける のだろう か？税 金から払 われる 給料だけ

は手にし 、市長 権力を恐 れて、 市長によ る市民 女性への 重大な 人権侵害

行為の数 々を無 視し続け るので あれば、 川越市 議会で 「 議 員 」を 名乗る資

格がある のは小 林薫議員 だけだ と言えよ う。  


